
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             
 

         

 

 

 

 

 

 

瑞穂市放課後児童クラブ 

利 用 案 内 

２ ０ １ ９ 年 度  

瑞 穂 市 教 育 委 員 会 事 務 局  

幼  児  支  援  課  

２０１９年度利用申込み 

受付期間：１２月１０日（月）～１２月２０日（木） 

※注意点※ 

・提出書類等が全て整っての受付とさせていただきます。記入漏れや書類不備等が

ないよう、ご確認のうえお申込みください。 

・受付の際には、印鑑をお持ちください。 

・長期休業期間のみのご利用予定のかたも、上記期間中にお申込みください。 

・昨年度は、申込者数の増加により、高学年（４、５、６年生）で利用できない児

童が出ております。原則、低学年の児童が優先になります。高学年の児童は利用

できない場合がございますので、あらかじめご了承ください。 



 

 

 

 

１．２０１９年度の利用申込みについて・・・・・・・・・・・Ｐ.１ 

 

 

２．放課後児童クラブとは 

  ・開設日・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.３ 

  ・長期休業期間開設日・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.３ 

  ・開設時間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.３ 

  ・土曜日の利用・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.３ 

  ・放課後児童クラブ保育料・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.４ 

  ・保育料の減免・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.４ 

  ・開設場所・連絡先・定員・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.５ 

  ・利用途中での必要な届出・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.６ 

  ・連絡体制について・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.６ 

  ・感染症などの対応について・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.６ 

  ・自然災害時の対応について・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.６ 

  ・すぐメールについて・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.７ 

  ・保護者会活動について・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.７ 

  ・傷害保険・賠償責任保険について・・・・・・・・・・・Ｐ.７ 

 

 

３．利用上の注意事項 

  ・利用の取り消し・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.８ 

  ・クラブの利用にあたって・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.８ 

  ・クラブでの過ごし方の注意・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.８ 

・よくある質問・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.９ 

 

 

４．各書類記入例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・Ｐ.１０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

【受付期間】 

２０１８年１２月１０日（月）～２０日（木）（土日除く） 

  ※長期休業期間（夏休み等）のみ利用のかたも上記期間にお申込みください。 

【受付時間】 

９時～１７時 

【受付場所】 

①巣南庁舎 ２階大会議室 【１２月１０日（月）～１４日（金）】 

②巣南庁舎 ２階幼児支援課【１２月１７日（月）～２０日（木）】 

  ※穂積庁舎での受付は実施していません 

  やむをえず、来庁が困難な場合は、郵送による提出も可能です。（※１２月２０日必着） 

   なお、現在放課後児童クラブ（以下「クラブ」という。）を平日に利用中のかたは、ご利用 

中のクラブにご提出ください。 

【対象児童】 

  市内の小学校に通う１年生から６年生で、保護者等（同居する父、母、祖父、祖母）が就労等（目

安は１５時以降まで勤務）により家庭にいないため、保護を受けられず、クラブの利用日数が１月

につき１５日以上継続的に見込まれる児童 

【持 ち 物】 

下表提出書類、印鑑（申込書等に押印したもの） 

【提出書類】 

書類名 枚数 備考 

①利用申込書 児童 1 人につき１枚 - 

②状況証明書 

・同居の父、母、祖父、

祖母の分各１枚 

・曾祖父母、叔父叔母

は不要です。 

・複数の児童について

申し込む場合１組で

結構です。 

・保護者の「就労」の理由で申し込む場合は、就労先の

証明が必要です。 

【添付書類が必要な場合】 

・自営業の中心者のかたは確定申告書の写し又は個人事

業の開業届等、事業を実施していることが証明できる

書類の写し 

・就労以外の理由で申し込む場合は、状況証明書裏面記

載の添付書類 

※①、②の提出書類が全て揃わないと受付できません。 

  

 

 



 

 

【４月入所受付後の流れ（平日利用）】 

区分 時期 備考 

利用申込み 
１２月１０日（月） 
～１２月２０日（木） 

 

利用承諾の発送 ２月中旬頃 幼児支援課から郵送します。 

２次調整による利用承諾の発送 
（受付期間後の受付） 

２月下旬頃 
１２月２１日（金）～２０１９年１月３１日（木）受

付分を含めて利用調整します。 

最終調整による利用承諾の発送 
（２次受付期間後の受付） 

３月中旬頃 
２０１９年２月１日（金）～２月２８日（木）受付分

を含めて利用調整します。 

利用説明会、保護者会 ３月中 利用承諾書に詳細を同封します。 

クラブ利用 ４月 
２０１９年度は４月１日（月）から開所の予定

です。 

保育料決定通知 ４月中 幼児支援課から郵送します。 

保育料の納付 
（納期限、口座振替日） 

４月３０日（４月分） 
５月分以降は毎月１０日 

土・日曜日又は祝日の場合は、その翌日が納期

限になります。 

※定員を超える申込みがあった場合、利用調整を行います。（低学年児童、ひとり親世帯を優先） 

※定員の都合上、不承諾となる場合は、その旨を郵送にて連絡させていただきます。 

※３月１日（金）以降のお申込みは原則、５月からの利用申込みとなります。 

【年度途中からの申込みについて】 

  年度途中からの利用申込みは、利用希望月の前月１５日までに申請ください。 

定員に空きがない場合は、待機となります。 

【長期のみ利用の申込みについて】 

※受付期間後は、随時受付します。定員に空きがない場合は待機となります。 

【受付期間後、年度途中、長期のみ利用の受付場所・時間】 

幼児支援課（巣南庁舎２階）または福祉生活課（穂積庁舎２階） 

８時３０分～１７時１５分（土日・祝日・年末年始を除く） 

【利用決定について】 

  ①定員を超える申込みがあった場合は、低学年（1・2 年生）の児童を最優先とします。次に中

学年（3・4 年生）の児童を優先とし、なお定員に空きがある場合、高学年（5・6 年生）の

利用を決定します。 

  ②学年が同じ場合においては、ひとり親家庭を優先とします。次に、保護者等の勤務終了時間が

遅いかたを優先とします。 

区分 受付期間 利用承諾の発送 

学年始休業期間 ～２０１９年１月３１日 ２月下旬予定 

夏季休業期間 ～２０１９年３月３１日 ５月下旬予定 

冬季休業期間 ～２０１９年１０月３１日 １１月下旬予定 

学年末休業期間 ～２０２０年１月３１日 ２月下旬予定 



 

 

 

小学校１年生～６年生までの児童で、その保護者等が就労等により昼間家庭にいない児童に対し、

授業の終了後、適切な遊び及び生活の場を与えることを目的に実施するものです。目的は「生活の

場」の提供であり、学習に取り組むよう指導は行いますが、学習内容を教えることは行いません。 

【開設日】 

 ・毎年４月１日～翌年３月３１日 

 ・日曜、祝日、１２月２９日～翌年１月３日、土曜授業、運動会が行われる日は開設いたしません。 

【長期休業期間開設日】（予定）※学校行事等により変更になる場合があります。 

                          土曜含む  土曜なし 

 ・学年始休業日： ４月 １日（月）～４月 ６日（土）（６日間）  （5 日間） 

 ・夏 季 休 業 日： ７月２２日（月）～８月３１日（土）（３５日間） （２９日間） 

 ・冬 季 休 業 日：１２月２７日（金）～１月 ７日（火）（５日間）  （３日間） 

 ・学年末休業日： ３月２７日（金）～３月３１日（火）（４日間）  （３日間） 

  ※土曜日は、平日利用のかたのみが利用できます。ただし、土曜利用の申込みが必要です。 

【開設時間】  

  ・学校がある日：授業終了後～１９時まで 

             授業終了         18 時 00 分    19 時 00 分 

  

授業時間 通常保育時間 午後延長保育時間 

 

・学校がお休みの日：７時３０分～１９時まで 

   7 時 30 分    8 時 30 分        18 時 00 分    １9 時 00 分 

   

午前延長保育時間 通常保育時間 午後延長保育時間 

 

※延長保育（午前延長の７時３０分～８時３０分の利用含む）をご利用の場合、延長利用の申請

が必要です。 

【土曜日の利用】  

対象校区 実施場所 定員 お持ち物 

穂積地区 牛牧小クラブ 20 人 
おやつ（2 回分）、 

お弁当、着替え、勉強道具等 
巣南地区 南小クラブ 20 人 

※土曜日は、平日利用のかたのみが利用できます。ただし、土曜利用の申込みが必要です。 

※受付期間終了時点で、いずれかの実施場所のお申込みが１０人以下の場合、牛牧小クラブに全

ての児童を集めて開設いたします。 



 

 

【放課後児童クラブ保育料】 

① 平日利用（長期休業期間も同じ料金です）   

利用期間 
基本料金 

（月額） 

午前延長※ 

(基本料金に加え) 

午後延長 

(基本料金に加え) 
納期限 

平日利用 ８，０００円 ○＋ １２０円 ○＋ １，６００円 毎月１０日 

（４月分のみ４月３０日） 土曜利用 ○＋ ２，０００円 ○＋ １５０円 ○＋ １５０円 

※長期休業日や振替休業日は７時３０分からご利用いただけます。 

  （延長保育を申し込まれない場合は８時３０分から１８時までのご利用となります）  

  ※夏季休業期間の利用が不要な方は、夏季休業期間（７・８月）の利用料を減免させていただき 

ます。（申請時に利用欄に「×」の記入をお願いします） 

 

 ②長期休業期間のみ利用…夏休みや冬休み等だけをご利用のかた（複数休業日申込み可能です） 

利用期間 基本料金 
午前延長 

(基本料金に加え) 

午後延長 

(基本料金に加え) 
納期限 

学年始休業日 

(4 月１日～4 月６日) 
３，０００円 ○＋  １５０円 ○＋  １５０円 ４月３０日 

夏季休業日 

(7 月 2２日～8 月 31 日) 
１７，０００円 ○＋  ９５０円 ○＋  ９５０円 ７月１０日 

冬季休業日 

(12 月 27 日～1 月７日) 
３，５００円 ○＋  １５０円 ○＋  １５０円 １２月１０日 

学年末休業日 

(3 月 27 日～3 月 3１日) 
２，５００円 ○＋  １５０円 ○＋  １５０円 ３月１０日 

 

保育料は原則口座振替でのお支払いをお願いします。引き落し不能にならないよう、納期限日
前には必ず口座残高をご確認ください。納期限が土日祝日の場合は、翌日が納期限になります。 

保育料を滞納すると、利用ができなくなることがあります。また、督促手数料（２００円）・

延滞金が加算される場合があります。 

月の途中の利用開始や、利用の中止、取り消し、欠席があった場合にも、保育料の日割りは行

いません。１ヶ月分の保育料の支払いが必要です。 

【保育料の減免】 

下記の条件に当てはまる世帯の方は、保育料の減免ができる場合があります。幼児支援課または

福祉生活課にて申請が必要です。申請月の翌月からの減免となります。 

対象世帯 減免内容 

① 生活保護による保護を受けている世帯 保育料を全額免除 

② ２０１９年度の市民税が全員非課税の世帯 

※４月から６月までの間については、２０１８年度の市民税が対象 
保育料を半額に減 

  ※ひとり親家庭の場合でも、市民税が非課税の世帯でない場合、減免が適用されません。 

 

 



 

 

【開設場所・連絡先・定員】 

クラブへのお電話は、平日の１３時～１９時の間（長期休業期間はクラブの開設時間中）にお願

いいたします。 

指導員の雇用状況等により、実際の利用定員が下記の定員を下回る場合がございますので、ご了

承ください。 

 

名称 住所 
電話番号 

[メールアドレス] 
定員 

生津小校区 

放課後児童クラブ 

馬場上光町２丁目１０８番地 

生津小学校内 

080-1570-4201 

[08015704201@docomo.ne.jp] 

６５名 

本田小校区 

放課後児童クラブ 

本田９７７番地 

本田コミュニティセンター内 

080-1570-4202 

[08015704202@docomo.ne.jp] 

７５名 

穂積小校区 

放課後児童クラブ 

穂積４５２番地 

 穂積小学校内 

080-1570-4203 

[08015704203@docomo.ne.jp] 

１０５名 

牛牧小校区 

放課後児童クラブ 

①牛牧１６０８番地１ 

 

②牛牧１５２３番地 

 牛牧小学校内 

①080-1570-4204 

  [08015704204@docomo.ne.jp] 

②080-2655-3661 

[08026553661@docomo.ne.jp] 

１３０名 

西小校区 

放課後児童クラブ 

居倉３８９番地 

 西小学校内 

080-1570-4205 

[08015704205@docomo.ne.jp] 

５０名 

中小校区 

放課後児童クラブ 

美江寺１６６番地４ 

 中小学校内 

080-1570-4206 

[08015704206@docomo.ne.jp] 

６０名 

南小校区 

放課後児童クラブ 
古橋１６３５番地７ 080-1570-4207 

[08015704207@docomo.ne.jp] 

７５名 

 

長期休業期間のみ開設予定のクラブ ※変更となる場合があります。 

駅西会館 

放課後児童クラブ 
別府８８１－１ 

080-8976-0563 

[08089760563@docomo.ne.jp] 
３５名 

本田多目的室 

放課後児童クラブ 

 本田９３８ 

 本田小学校内 
 080-1570-4202 ４０名 

南小図工室 

放課後児童クラブ 

 古橋１６６０ 

 南小学校内 
080-2666-2103 ３０名 
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【利用途中での必要な届出】 

  クラブ利用中下表の変更があるときは、クラブまたは市役所（幼児支援課、福祉生活課）まで

届け出てください。 

変更内容等 必用書類 締め切り 書類配布場所 

①利用内容の追加・取消 

長期利用への変更等 

利用変更申込兼延長

保育利用変更申込書 
変更希望前月の１５日まで 

各クラブ 

幼児支援課 

福祉生活課 

②勤務先、 

勤務条件の変更 

変更届と 

状況証明書 
変更後できる限り早く 

③住所、世帯構成の変更 変更届 変更後できる限り早く 

④利用の中止 利用中止届 中止希望前月の１５日まで 

  ※年度途中で平日利用を中止し、長期休業期間利用のみに変更される場合は①の届け出が必要と

なります。 

 

【連絡体制について】 

  クラブの利用については、学校の担任にも届け出てください。児童の帰宅方法を常に共通認識で 

きるよう、クラブの指導員および学校の担任とは緊密に連絡を取るようにしてください。 

 病気やケガ等、緊急時には指導員から保護者へ連絡する場合があります。 

また、児童の下校間違いを防ぐため、毎日の出欠席を確実に把握させていただいております。 

毎月、利用者名簿をクラブの受付に張り出しておりますので、お迎えの際に必ず今後の利用状況

をご記入ください。 

なお、クラブを欠席される場合は、必ず、事前に利用者名簿にご記入いただくか、メール、電話

（開設時間中のみ）により連絡するとともに、学校の担任にも連絡帳又は電話によりご連絡くださ

い。 

 

【感染症などの対応について】 

  インフルエンザ、百日咳、水痘等感染症にかかった児童は、学校の出席停止の期間を過ぎるまで 

クラブを利用できません。 

 感染症の拡大予防のため学校閉鎖や学級閉鎖となった場合は、本人が感染症にかかっていなくて 

もクラブの利用ができない場合があります。 

 また長期休業期間中の感染症の場合は、医師に「学校感染症（第２・３種）瑞穂市放課後児童ク 

ラブ用証明書」を記入してもらい登所してください。 

※「学校感染症（第２・３種）瑞穂市放課後児童クラブ用証明書」の用紙は、各クラブまたは瑞穂

市内の医療機関（一部設置していない医療機関もあるため、クラブ指導員にご確認ください）に

ありますので、お申し出ください。 

 

【自然災害時の対応について】 

瑞穂市に「大雨警報と洪水警報」や「暴風警報」「特別警報」が発令された時、「南海トラフ地震

に関連する情報（臨時）」の発表時、又は地震（震度５強以上）発生時は、クラブを開設しない場合

があります。利用承諾書発送時に詳細資料を同封しますのでご確認ください。 



 

 

【すぐメールについて】 

  クラブでは、保護者の皆様への連絡は一斉配信メール「すぐメール」でお伝えします。緊急時の

連絡や保護者会の案内等、大切な情報をお伝えするため、「すぐメール」のご登録をお願いします。

利用承諾書発送時に同封する「すぐメール登録手順書」に従ってご登録ください。 

 

【保護者会活動について】 

保護者会は、クラブを利用する児童の保護者で組織します。市から保護者会にクラブの運営の一

部（おやつの購入、行事の打合せ・準備等）を委託しています。 

クラブの運営方法やクラブでの児童の様子などを共通認識し、子どもたちにとってよりよいクラ

ブとするために、定期的に開催される保護者会ミーティングには必ず参加してください。 

 

【傷害保険・賠償責任保険について】 

  クラブでは、万一の事故や怪我に備え、傷害保険・賠償責任保険に加入しております。加入料に

ついては、保育料に含まれておりますので、別途お支払いいただく必要はございません。 

クラブ活動中の事故・怪我・物損等で保険を利用される場合はクラブ指導員へご相談ください。

（その際、保険会社へ利用児童の個人情報を送付させていただく必要がございますのでご了承くだ

さい） 

 ・対象となる事故 

傷害保険  ・・・クラブ活動中に子どもがケガをしてしまった場合 

  賠償責任保険・・・クラブ活動中に誤って、施設・物品等を破損させてしまった場合 

（故意の破損は対象外となります） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

【利用の取り消し】 

次の場合は利用を取り消すことがあります。 

  ①申請書類の内容が事実と異なる等、偽りその他の理由により、利用資格要件を満たしていない

ことが判明したとき。 

  ②１か月の利用日数が明らかに少ない場合。（月１５日以上の利用が基本です。） 

  ③度重なるお迎えの遅刻が続いた場合。 

  ④利用料の納入を怠り、督促してもなお２か月以上滞納したとき。 

  ⑤放課後児童クラブの集団活動に適さないと判断された場合。 

  ⑥その他、放課後児童クラブの利用が不適当と認めたとき。 

 

【クラブの利用にあたって】 

  

 ①体温が３７度以上の場合は、クラブの利用はできません。また、クラブ利用中に児童が体調不良

を訴えた場合にはお迎えをお願いします。 

 ②お迎えは、お子さんの安全のため必ず保護者または同居の家族（１８歳以上のかた）でお願いし

ます。本人確認の為、身分証明書の提示を求めることがありますのでご了承ください。 

 ③保護者のかたのお仕事がお休みの日は、クラブは利用できません。 

 ④就労のためにクラブを利用している児童の保護者が妊娠した場合は、出産後８週間を経過した日

の属する月まで利用が可能です。 

 ⑤土曜日、長期休業日、振替休業日は、お弁当、水筒を持参してください。 

 ⑥長期休業期間中において、学校で行われる授業やプールの補習、地域の催し物及び子ども会行事

につきましてはクラブによる送迎等の対応はできません。保護者のかたで送迎をお願いします。 

⑦与薬は原則行いません。やむを得ず与薬の介助が必要な場合はクラブにご相談ください。 

 

【クラブでの過ごし方の注意】 

①クラブは集団生活です。クラブでのルールを守って、みんなが安心して過ごせる安全な場でなく

てはなりません。他の利用児童に迷惑となる行為等（暴力的な行為、いじめ、嫌がらせ、危険行

為等）、クラブの運営管理上支障がある場合は利用をご遠慮いただく場合がございます。保護者

のかたからもお子様への注意をお願いします。 

②クラブの目的は「生活の場」の提供であり、学習に取り組むよう指導は行いますが、学習内容を 

教えることは行いません。 

 

 



 

 

【よくある質問】 

Ｑ．求職中ですが利用できますか？ 

Ａ．保護者が就労等で昼間に家庭にいないことが条件ですので、利用できません。 

 

Ｑ．勤務（予定）日数が月１５日に満たない月がありますが、利用できますか？ 

Ａ．平均月１５日以上勤務する予定であれば利用可能です。ただし、毎月１５日未満の場合は利用で

きません。 

 

Ｑ．同じ敷地内に祖父母の家がありますが、祖父母が家にいても利用できますか？ 

Ａ．別棟であれば利用可能です。また、同じ家であっても玄関が別になっている２世帯住宅であれば

利用可能です。 

 

Ｑ．祖父母が家にいますが、寝たきりで玄関を開けることができません。利用できますか？ 

Ａ．利用可能です。ただし、診断書の提出が必要です。 

 

Ｑ．定員制限により不承諾となりましたが、いつから利用できますか？ 

Ａ．平日利用については、利用中のかたの中止等で空きができるまで待機となります。 

  長期休業期間については、別施設への案内を予定しています。 

 （２０１８年度の状況：●穂積小→駅西会館 ●本田小→本田多目的室 ●南小→南小図工室） 

 

Ｑ．年度の途中で利用を中止したり、延長保育を追加・中止したりすることはできますか？ 

Ａ．申請の翌月から可能です。ただし、月の途中で利用中止を申請しても１ヶ月分の保育料は発生し

ます。申請は希望する月の前月１５日までになります。お早めに申請ください。 

（利用の追加・中止・変更等は、各クラブでも申請できます。申請の際は、印鑑をお持ちください。） 

 

Ｑ．利用説明会はありますか？ 

Ａ．初めてクラブをご利用されるかたを対象に、クラブ全体にかかる説明会を２０１９年３月（いず

れかの土曜日）に予定しています。（クラブの利用にかかる詳細な説明会は、クラブごとに開催す

る保護者会（３月）にて実施しますので、必ずご参加ください。） 

 

Ｑ．保護者会や役員はありますか？ 

Ａ．どちらもあります。役員選出や活動内容については各クラブで異なります。詳しくは、３月中に

開催予定の保護者会にて説明があります。日時等は、利用承諾書の発送時にお知らせします。 

 

Ｑ．クラブでは勉強を教えてもらえますか？ 

Ａ．クラブの目的は「生活の場」の提供であり、学習に取り組むよう指導は行いますが、学習内容を

教えることは行いません。 
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瑞穂市放課後児童クラブ利用申込兼延長保育利用申込書

（冬季休業期間以外全て利用　の場合）

平日利用記入例

表面
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瑞穂市放課後児童クラブ利用申込兼延長保育利用申込書 裏面
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瑞穂市放課後児童クラブ利用申込兼延長保育利用申込書 表面

（長期休業期間のみ全期間利用　の場合）

長期休業期間のみ利用
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瑞穂市放課後児童クラブ利用申込兼延長保育利用申込書 裏面
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状況証明書 表面

・児童の父母及び同居の祖父母についてそれぞれ提出が必要です。
・複数の児童について同時に申請する場合は、原本は１通ずつで結構です。
・２ヶ所以上で勤務している場合は、勤務先ごとに１通ずつ証明をもらってください。
・用紙が足りない場合は、コピーしてご利用ください。
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状況証明書 裏面



お問い合わせ先


